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平成３１年１月２２日 

 

各 位 

（一社）栃木市観光協会藤岡支部 

支部長 伊 藤  邦 夫 

（印省略） 

 

「第２５回藤岡さくら祭り」出店者の募集案内について 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、「第２５回藤岡さくら祭り」を下記のとおり開催することになりました。 

  つきましては、出店を希望される方は、別紙出店規定をご確認いただき、当観光協会 

支部事務局（藤岡産業振興課内）へお申し込みください。（ＦＡＸ可） 

 

 

１．日  時   平成３１年４月６日（土） 午前８時～午後８時 

７日（日） 午前８時～午後４時 

 

２．場  所   栃木市藤岡渡良瀬運動公園 

 

３．募集店舗数  ２５店舗程度 

         ・申込みが募集数を超えた場合は、会員である出店者を優先とした上で 

当協会にて選考いたします。 

         ・出店決定に関する異議申し立てはお受けできませんので、あらかじめ 

ご了承ください。 

 

４．申込期限   平成３１年２月２２日（金）午後５時まで 

 

５．必要書類   ・出店申込書 

       ・取扱食品概要書（食品を提供する場合） 

※調理方法及び販売方法は具体的にお願いします。 

          ・製造許可指令書の写し（許可を有する場合） 

・入会申込書（当観光協会に入会（継続）する場合） 

 

６．その他   ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

○問合せ先（一社）栃木市観光協会藤岡支部事務局（栃木市藤岡産業振興課内） 

申 込 先  TEL 0282-62-0907 FAX 0282-62-0918 

 



 

第２５回藤岡さくら祭り開催概要 

 
１．目  的  本事業は、桜の開花時期に市民の交流と観光の振興を図り、地域の発展に寄与 

することを目的とする。 
 
２．開催日時   平成３１年４月６日（土）・７日（日） 

 

３．会  場   藤岡渡良瀬運動公園 

 

４．主  催   （一社）栃木市観光協会藤岡支部 

 

５．後援（予定） 栃木市、藤岡町商工会、下野農業協同組合 

㈱下野新聞社、㈱栃木放送、㈱とちぎテレビ 

栃木ケーブルテレビ、館林ケーブルテレビ 

（順不同・予定） 

 

６．スケジュール （１）前日まで 

            ①広報とちぎ 4 月号掲載（祭りの告知） 

②出演・出店者募集（１月下旬） 

③後援依頼（１月下旬） 

④会場準備 

 

（２）当日 

４月６日（土）イベント 午前９時～午後７時 

            ※出店  午前８時～午後８時 

            ４月７日（日）イベント 午前９時～午後４時 

            ※出店  午前８時～午後４時 

 

７．交通規制   ○日時 ４月６日（土）・７日（日） 

             ６日：午前６時～午後９時（７日：午後 5 時まで） 

ただし、６日の打上花火が７日に順延した場合は午後９時まで 

 

         〇規制箇所 藤岡大橋から渡良瀬遊水地ハートランド城までの堤防上 

               約５００ｍ（一方通行） 

               渡良瀬遊水地ハートランド城から渡良瀬遊水地ハートランド城 

              南側（県道栃木藤岡線手押しボタン式信号機まで） 

               約９０ｍ（車両通行止め） 

 

 

 

 



 
第２５回藤岡さくら祭り出店規定 

 

（１）出店日時 

平成３１年４月６日（土） 午前８時～午後８時 

４月７日（日） 午前８時～午後４時 

※６日夜のバルーンイリュージョンと花火が中止になった場合、花火のみ 

 ７日に順延となります。その際は午後８時までの営業をお願いします。 

 

（２）出店場所 

栃木市藤岡渡良瀬運動公園イベント会場 

 

（３）搬入搬出時間 

搬入時間 両日とも：午前５時～７時 

搬出時間 ４月６日(土) 午後８時～９時 

７日(日) 午後４時～５時（花火が順延になった場合は午後８時～９時） 

※主催者より時間の変更があった場合は、それに従っていただきます。 

 

（４）出店資格 

第２５回藤岡さくら祭り開催概要の趣旨に賛同し、主催者が適当と認めた団体または 

個人。但し、募集は２５店舗程度を上限とし、申込み多数の場合は、会員である出店者 

を優先とした上で、当観光協会支部にて選考いたしますので、ご了承ください。 

 

（５）出店者負担 

 

 

○出店料は２日間の料金とし、１日でも同額です。  

○テントなどが必要な場合は、市内・市外会員は 10,000円のレンタル料を負担すれば、 

テント(3間×2間)1張、机 2脚、いす 4脚を貸与します。 

 ○市内、市外に関わらず、一般の場合のレンタル料は、実費相当の負担となります。 

○机といすが不要な場合も、レンタル料は同額となります。 

 観光協会 

会費 
出店料 レンタル料 合計 備考 

①市内・会員 \5,000 \7,000 
 \12,000 テント等持参 

\10,000 \22,000 
テント１・机２ 
いす 4付 

②市内・一般 

 

\20,000 
 \20,000 テント等持参 

\15,000 \35,000 
テント１・机２ 

いす 4 付 

③市外・会員 \5,000 \10,000 
 \15,000 テント等持参 

\10,000 \25,000 
テント１・机２ 
いす 4付 

④市外・一般 

 

\25,000 
 \25,000 テント等持参 

\15,000 \40,000 
テント１・机２ 
いす 4 付 



 

 

○観光協会会費、出店料及びレンタル料は、出店者会議の受付の際に納入願います。 

なお、出店者会議に欠席される場合は、会議までに当観光協会支部事務局（藤岡産業振興課

内）に届けるか、下記のいずれかの口座に振り込みをお願いします。 

※振込手数料は、出店者様ご負担にてお願いいたします。 

 

①足利銀行   藤岡支店 普通預金  ５０２９２５９ 

②栃木信用金庫 藤岡支店 普通預金  ０１８８０９５ 

【口座名義】一般社団法人栃木市観光協会藤岡支部  

支部長 伊藤邦夫（ｲﾄｳ ｸﾆｵ） 

 

（６）食品販売 

食品販売を行う際の各種許可申請は主催者が行うものとします。出店申込の際に取扱食品 

概要書（別紙）の提出をお願いします。概要書に記載された食品以外は販売しないこと。 

なお、保健所より指導があった場合は、それに従っていただきます。 
 
（７）出店スペース 

出店スペースは、１区画あたり間口５．４ｍ×奥行３．６ｍです。（※１業者１区画） 
 移動販売車の場合は、１台です。 
 ※来場者の通行の妨げになるため、出店テントの区画外や移動販売車の周辺に、持参 

した簡易テントや机、イスなどを出すことはできません。そのため、移動販売車の 
場合、移動販売許可が出ていない食品をテントで調理販売することはできませんの 
で、ご了承ください。 

 
（８）申込方法 

所定の「出店申込書」に必要事項を記入し、主催者に提出するものとします。 

当観光協会に入会（継続）する場合は、入会申込書を添えて提出ください。 

 
（９）申込期限 

平成３１年２月２２日（金）午後５時まで（厳守） 
 
（１０）出店条件 

出店申込は、出店申込書の内容によっては、主催者において承認されない場合があります。
その場合は、出店内容を変更するか取りやめていただくことがあります。 

 

（１１）出店契約 

出店申込が主催者により承認された時点で成立したものとします。 

 

（１２）出店場所の決定 
発電機使用、不使用、テント持ち込み、移動販売車それぞれの出店形態別に、主催者にて 
出店エリアを分けた上で、出店者会議で抽選により決定します。欠席した場合は主催者一
任とします。 
なお、テント持ち込み、移動販売車の場合は、照明はつきませんので、ご了承ください。 

 

（１３）出店取消 

出店者の都合による３月１５日（金）午後５時以降の取消の場合は、出店料及びレンタル
料の返還はいたしません。 

 

（１４）権利譲渡 
出店者の権利譲渡は、これを禁止します。 

 



 

 

（１５）出店管理 

出店テントにおける物品管理は、出店者が行うこと。盗難等の責任は負いかねます。 

 

（１６）ゴミ処理 
出店に伴い発生したゴミ（販売した物を含む）は、必ず出店者の責任において各自持ち 
帰り処分をすること。主催者によるゴミの回収は行いません。 

上記事項が守られない場合は、次回からの出店を見合わせていただきます。 

 

（１７）開催中止 
天候等の状況により本催事が中止になった場合は、中止による損害の責任は主催者では 

負いません。ただし、２日間中止になった場合のみ出店料及びレンタル料は返還します。 
 

（１８）肖像権 
本催事における肖像権は全て主催者にあるものとします。 

 

（１９）免責 
出店者側の損害、観客からのクレーム、食中毒等の損害賠償は、出店者側にて処理する 

こと。主催者は一切責任を負いません。 
 

（２０）火気の使用について 

イベントにおいてガソリンを燃料とした発電機の使用は原則禁止しますが、やむを得ず 
使用する場合は、消火器の設置が必要となりますので、消火器を必ず持参してください。 
プロパンガス、炭などを使用する場合も同様です。消火器の用意がない場合、当日であっ 

ても出店をお断りします。 
当日は、消防署による点検があります。 

 
（２１）その他 

本規定に定めなき事項が発生した場合は、主催者が決定できるものとし、出店者には速 

やかにその対策に従って頂くものとします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２５回藤岡さくら祭り出店申込書 

（一社）栃木市観光協会藤岡支部長 様 

（FAX 0282-62-0918） 

私は、第２５回藤岡さくら祭り出店規定を遵守し、下記の通り申し込みます。©2014栃木市とち介 

申 込 日 平成    年    月    日 

出店名  

代表者名  

連 絡 先 

〒        

                                

TEL            FAX               

携帯電話                             

販売物名及び 
価格 

又は 
展示内容 

(具体的に) 
 

※枠が足らない 

場合は、コピー

してください。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
※申込後の販売品目の追加は認められませんので、ご注意ください。 

観光協会入会 
の有無 

入会する   ・   しない 

※入会する場合は、入会申込書に記入し出店申込書に添えて提出ください。 

また、出店者会議の際、会費を納入ください。 

出店料 
市内・会員  7,000 円 ／ 市外・会員 10,000 円 

    市内・一般  20,000 円 ／ 市外・一般 25,000 円 

出店形態 

テント  ・  移動販売車 ※テント持ち込み・移動販売

車の場合は、照明はつきま

せん。 テント等レンタル 有 ・ 無 

レンタル料 

及び 

オプション 

希望数 

【レンタル料：会員 10,000 円、一般 15,000 円】 

【セット内容：テント１張、机２脚、イス４脚】             

※それ以上必要な場合は、オプションで実費負担となります。 

オプション希望【机 1,500 円×    脚】【イス 500 円×   脚】 

発電機使用 有 ・ 無 
※発電機使用、不使用、テント持ち込み、移動販売車の各出店形態

別に、主催者にて出店エリアを指定します。 



別記様式２（第３条関係） 

取扱食品概要書 

 

出店者 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

１．行事の名称  第２５回 藤岡さくら祭り 

 

２．出店期間   平成３１年４月６日（土）・７日（日） 

 

３．食品取扱責任者の氏名 

 

４．取扱食品の概要 

取扱食品 原材料 
調理方法・販売方法 

（具体的に記載） メニュー 食数 原材料名 仕入先 数量 
保存方

法 

       

 



５．店舗の概要 

 （１）設置場所   【 屋内 ・ 屋外 】 

 （２）給水設備    【 水道 ・ 貯水タンク  ・  その他(         ) 】 

（３）トイレの有無 【  有  ・  無  】 

 

 《店舗の平面図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般社団法人栃木市観光協会 

入会申込書 

 

口数   口   ，０００ 円 

 ※１口１，０００円。個人は 2口以上、法人(団体)は５口以上です。 

 

       平成   年   月   日 

      〒 

  所在地                           

事業所名                          

代表者名                          

電話番号                          

ＦＡＸ                           

メールアドレス                       

 

※ホームページへの社名（団体名）・住所・電話番号の掲載希望の有無 

（※一般社団法人栃木市観光協会のホームページとなります） 

掲載を  【 希望します  ・  希望しません 】 

どちらかを〇で囲ってください。 

 

〇入会に関する個人情報につきましては、当協会の運営のみでの目的に使用し、当協

会が責任をもって管理いたします。 

〇今回、入会申込をして、会費を納入いただいた方は、平成３２年３月３１日までの

会員となります。 

〇どの支部に所属しても、一般社団法人栃木市観光協会会員です。 

希望所属

支部 

【 栃木 ・ 大平 ・ 藤岡 ・ 都賀 ・ 西方 ・ 岩舟・どこにも属さない 】 

上記から 1つ選んで○で囲ってください。どこにも属さない場合は、

本部所属となります。 

 

 

受
付
者 

  


